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 第六十三回東京都卸売市場審議会 
 

 午前十時〇五分 開会  

 

一、開   会  

 

○野口書記   それでは、大変長らくお待たせいたしました。定刻になりましたので、東京都卸売市場審議会を

始めさせていただきます。 

 本日は、委員の皆様方には大変お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。私

は、当審議会の書記を仰せつかっております市場政策課長の野口でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、会議に先立ちまして、定足数の確認をさせていただきます。本審議会は、東京都卸売市場審議会

条例第七条により、委員の半数以上の出席により成立することとなっております。ただいま、審議会委員

の定数十五名中全員の方々のご出席をいただいております。したがいまして、定足数を超えており、有効

に成立しておりますので、審議会を始めさせていただきます。 

 次に、開会に先立ちまして、配付資料の確認をさせていただきます。本日の審議会の資料は、既にお手

元に配布してございます。順に、「審議会次第」「委員名簿」「幹事・書記名簿」「座席表」「審議会条例」「資

料一」「資料二」「資料三」「資料四」でございます。お手元にない場合は、お申し出いただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。以上、資料の確認でございます。 

 なお、前回の審議会以降の人事異動に伴いまして、幹事・書記の変更がございますが、これにつきまし
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ては、お手元の「幹事・書記名簿」をもちまして紹介に代えさせていただきます。 

 それでは、この後は髙橋会長のほうに議事進行をお願いします。髙橋会長、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○髙橋会長   おはようございます。 

 それでは、ただいまから第六十三回東京都卸売市場審議会を開会いたします。委員の皆様方には、大変

お忙しい中をご出席賜りまして、誠にありがとうございます。会場の進行につきましては、どうぞよろし

くご協力をお願いいたしたいと思います。 

 

二、新任委員の紹介 

 

○髙橋会長   まず、議事に入ります前に、新しい委員の先生方をご紹介申し上げたいと思います。 

 くまき美奈子先生であります。 

○くまき委員  どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋会長   それから近藤やよい先生でございます。 

○近藤委員   おはようございます。よろしくお願いいたします。 

○髙橋会長   宮崎章先生でございます。 

○宮崎委員   おはようございます。よろしくお願いいたします。 

○髙橋会長   渡辺幸子委員でございます。 

○渡辺（幸）委員  よろしくお願いいたします。 

○髙橋会長   よろしくお願いします。以上でございます。 
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三、市場長あいさつ 

 

○髙橋会長  それでは、お手元に配付してあります審議会次第に従いまして、会議を進めたいと存じます。 

 本日の議題は、報告事項が二件でございます。議事に先立ちまして、森澤市場長よりごあいさつがござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○森澤幹事   中央卸売市場長の森澤でございます。審議会の委員の皆様方には、お忙しい中ご出席を賜りまし

て、誠にありがとうございます。 

 本日ご報告申し上げますのは、第八次東京都卸売市場整備計画と豊洲新市場実施計画でございます。 

 第八次卸売市場整備計画は、本年四月に当審議会からご答申をいただきました卸売市場整備基本方針を

踏まえまして、平成二十二年度までの東京都の行政計画として策定したものでございます。また、豊洲新

市場実施計画は、昨年七月に策定いたしました基本計画を踏まえまして、本年九月に、基本設計の与条件

となります施設の配置、物流システム等について取りまとめたものでございます。 

 第八次卸売市場整備計画や豊洲新市場実施計画の具体的な内容につきましては、後ほどご報告させてい

ただきますが、本日は、それぞれの計画の今後の実施に向けて、忌憚のないご意見を賜りたいと考えてお

ります。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、開会に当たりましてごあいさつとさせていただきます。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

○髙橋会長   ありがとうございました。 
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四、報告事項 

（一）東京都卸売市場整備計画（第八次）について 

 

○髙橋会長  それでは引き続きまして、本日の議事に入らせていただきますが、まず、一つ目の議題の「第八次

東京都卸売市場整備計画」につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

○坂幹事  市場政策担当の坂でございます。よろしくお願いいたします。 

 去る十一月十八日に決定いたしました、第八次東京都卸売市場整備計画について説明させていただきま

す。資料一の概要と、資料二の本文をご用意いただきたいと存じます。 

 初めに、資料二のほうの目次を一ページ開いていただきたいと存じますが、基本方針を踏襲して作られ

ておるということでございますが、計画ということになりますので、若干追加したところがございます。

下のほうの第三の「目標年度」と、それから第四の「卸売市場の配置」、それから次のページでございます

が、一番下のほうですが、別表一の「品目別流通圏の設定」と「各市場別整備計画」のところを追加して

ございます。その他は基本的に基本方針を踏まえて作ってございます。 

 なお、本文及び図表のデータは最新のものに時点修正をさせていただきまして、図表は巻末に一括して

記載させていただくというスタイルに変更させていただいています。 

 それでは、資料一の概要に沿って説明させていただきたいと存じます。 

 概要の一ページからでございますが、東京都卸売市場整備計画の概要ということで、第八次、平成十七

年度から二十二年度までということでやっています。 

 序文の「変革を迫られる卸売市場」、第一の「激変する流通環境と卸売市場」、第二「東京都における卸

売市場の現状と課題」につきましては、基本方針を踏襲しておりますので、ほとんど変更はございません
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が、本文のほうの五ページの下段のほうをご覧いただきますと、（三）といたしまして「食育への取組」を

追加させていただきました。これは、本年六月に食育基本法が制定されたのを受けて設けたものでござい

ます。食にかかわる問題点と、それから食育基本法を受けましての今後の取組の課題という形で示してあ

るところでございます。 

 戻っていただきまして、第三といたしまして、「目標年度」でございますが、こちらにつきましては、国

のほうに準拠いたしまして、平成十七年度を初年度とし、平成二十二年度を目標年度とするというふうに

定めています。 

 第四でございますが、卸売市場の配置でございますが、現行の卸売市場の配置と同様に、都内全域を一

流通圏とし、十一中央卸売市場・一分場、二十三地方卸売市場とするというふうに書いてあります。 

 次に概要の二ページに移らせていただきまして、第五の「卸売市場整備計画 ～都民の期待に応えられ

る卸売市場を目指して～」でございますが、これも基本方針にのっとって書かれております。基本的な考

え方の最初といたしまして、「生産者サイドに加え、消費者サイドに軸足を置いた取組を行う」とか、「消

費者が求める食の安全・安心への着実な取組を行う」等、五つの点について載せてあります。 

 一番としまして、「卸売市場の活性化と流通の効率化」についてでございますが、（一）としまして、「マ

ネジメント力の発揮と経営基盤の強化等」ということで、この中では、東京都としては、市場休業日・二

十四時間対応の強化、複合的・弾力的な施設利用等により、卸売市場の活性化と競争力強化の積極的に取

り組むとともに、市場関係業者の取組を支援してまいりますと述べております。（二）に、代金決済制度の

改善に努めてまいります。 

 二といたしまして、「情報化と物流効率化の推進」でございますが、取引業務の電子化や場内外物流の効

率化等に取り組んでまいります。 
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 三といたしまして、「卸売市場の効率的な整備・運営と財政基盤の強化」についてでございますが、（一）

としまして、「卸売市場の再編・統合」についてでございますが、卸売市場の再編・統合、卸売市場間の連

携、各市場の機能分化に基づく転換などを、国の定めた再編基準等を踏まえて、各々の卸売市場について

総合的に検討していくということにいたしております。（二）といたしまして、「民間活力の導入」でござ

いますが、豊洲新市場等、大規模な施設整備に当たっては、民間資金等活用事業（ＰＦＩ）方式による整

備・運営等を検討していくとしています。また、指定管理者制度については、総合的に検討してまいりた

いと思っております。（三）「財政基盤の再構築」でございますが、これにつきましては、中長期的な財政

収支を踏まえまして、市場運営の戦略的かつ効率的な進め方を検討して、市場財政を構造的、抜本的に見

直す必要があるとしております。開設者が行う施設整備においては、コスト縮減が可能な整備手法により、

選択的・重点的な整備を推進するとともに、遊休施設等の積極的な活用や多角的利用を検討します。 

 四として、「食の安全・安心の確保」についてでございますが、品質管理の高度化及び衛生対策の強化等

を図る等、危機管理対策の一層の充実や、トレーサビリティ・システム等へ取り組んでまいります。 

 環境対策といたしましては、自動車排気ガス対策の徹底や、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進等、

取り組んでまいります。 

 周辺地域との共存にも努めてまいります。その中でも、食育の推進や消費者向け事業の効果的な展開に

努めてまいります。 

 地方卸売市場の機能強化についてでございますが、地方卸売市場に対して一層の規制緩和や品質管理の

高度化などを図ってまいります。また、あわせて、地域特性を活かした生産・消費の連携が進められるよ

う、支援してまいりたいと考えております。 

 次に、第六の「市場別整備計画」でございますが、考え方としましては、基本方針に即して、具体的な
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事業内容や工期を、本文の四十二ページになりますが、別表二という形で記載させていただいております。

恐れ入りますが、あわせて本文の四十二ページの別表二をご覧いただきたいと思います。 

 基本方針に基づきます概要に載っております考え方に基づいて、この事業内容・工期等が書かれている

ということでございます。それで、簡単に各市場別に触れさせていただきますと、築地市場におきまして

は、移転するまでの間、中核的な拠点市場としての機能を維持するため、衛生対策及び環境対策の強化、

老朽施設の補修及び撤去等を行っていくと書かれております。それに基づきまして、こちらの四十二ペー

ジのほうの事業内容を見ていただきますと、老朽化施設の耐震調査及び補強工事等を、平成十七年度から

十八年度にかけて行いますというような形になっています。 

 豊洲につきましては、後でまた別途行いますので、省略させていただきます。 

 それから食肉につきましては、老朽化施設の整備に取り組み、環境・衛生対策の充実を図るということ

で、食肉市場の欄で、市場棟の衛生対策工事等をご覧のような年度で行う予定にしてございます。 

 大田につきましては、青果部に低温管理機能を備えた荷捌き施設等を整備する。また、水産部は豊洲新

市場の建設の影響を評価し、あり方を検討するというようになっておりまして、これにつきましては、大

田市場の欄に、青果部に荷捌き施設等の整備を十八年度から十九年度に行うというような形で書かれてお

ります。 

 豊島市場につきましては、国道十七号の拡幅の影響もございますので、施設を集約し、跡地に荷捌き施

設等を整備する。また、周辺市場との連携を視野に入れた市場のあり方を検討するというようなことが書

かれておりまして、豊島市場については、施設の集約化や、荷捌き施設等の整備もやっていくということ

が書かれております。 

 淀橋市場につきましては、本場について場内動線や仲卸業者売場等の配置を抜本的に見直し、必要な施
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設整備を行うと書いてございます。松原分場については、あり方を検討するとなっております。淀橋市場

の事業のほうでは、仲卸売場等の整備を行っていきますということで、十八年度から二十二年度まで工事

を予定しております。 

 足立市場につきましては、品質管理の高度化を図るため、低温施設等の整備を行う。また、豊洲新市場

の影響を評価し、あり方を検討するということになっております。足立市場の事業として、低温卸売場の

整備を十八年度から十九年度に行うと書いています。 

 それから板橋市場につきましては、青果部に新たな物流管理手法を構築し、流通環境の変化に対応した

物流の高度化を図る。また、周辺市場との連携を視野に入れた、今後の市場の活性化のあり方を検討する

ということで、事業といたしましては、ロジスティックの構築を十八年度から行うというようなことを書

いております。 

 続きまして世田谷市場につきましては、市場施設の機能や環境の向上に取り組む。青果部の活性化のた

め、他市場との連携等、市場のあり方を検討するということで、事業として、施設環境の整備を十八年度

から行いますというようなことです。 

 次に北足立市場につきましては、下のほうになりますが、花き部で、顧客へのサービスの向上と市場の

活性化を図るため、機械せりシステムの導入を図るということで、花き部機械せりシステムの整備という

ことで、十九年度から行いますと書いております。 

 多摩ニュータウンにつきましては、多摩地域の生鮮食料品の現状及び当市場の取引状況に鑑み、市場の

あり方について検討を行うとしております。 

 それから葛西市場については、地盤沈下等に伴う必要な対策を講じる。また、青果部については、豊洲

新市場の建設の影響を評価し、あり方を検討するということで、地盤沈下対策をこれから調査し、設計、
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工事を十九年度までに行うという形になっております。 

 続きまして、地方卸売市場の整備ということについてでございますが、これにつきましては、施設整備

事業費補助制度等により支援を行ってまいります。また、青果については、八王子北野等、六地方卸売市

場を国の地域拠点市場として位置付け、支援を行ってまいります。 

 ちょっと飛ばしてしまいましたが、真ん中のところの多摩地域青果中央卸売市場でございますが、これ

につきましては、中央卸売市場の整備ではなく、地方卸売市場の連携強化により、安定的な供給体制の実

現を図ることとしております。 

 以上、簡単でございますが、今回の整備計画についてご説明させていただきました。 

○髙橋会長   よろしいですか。それではどうもありがとうございました。ただいま、事務局から報告のありま

した、第八次卸売市場整備計画についてでございますけれども、ご意見、ご質問のある方は挙手をお願い

します。 

川田委員、どうぞ。 

○川田委員   今、ご説明をいただきまして、特に市場の整備計画のところなんですが、具体的な事業内容と工

期等、明示していただいて、大変わかりやすくなっておりますが、その文言の中に「あり方を検討する」

というのが結構たくさん出てまいります。特に、「豊洲の新市場の建設の影響を評価し、あり方を検討する」

というところが三、四カ所出てくると思うんですが、豊洲の新市場ができますと、都内の流通もかなり変

わってくるだろうと、我々考えておりまして、それをどういった形で評価していただき、特に豊洲ができ

てしまってから検討するというのではちょっと遅いという気がいたしますので、具体的にどのように検討

されて、どのように手を打たれるのか、その辺の計画があれば、ぜひお伺いしたいと思います。 

○髙橋会長   坂幹事。  
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○坂幹事  座ったままで失礼します。 

 豊洲新市場の建設に伴う他市場への影響ということでございますが、大田市場の水産物部、それから足

立市場、それから葛西市場の青果部について、この「豊洲新市場建設の影響を評価し、あり方を検討する」

という文言が入ってございます。これにつきましては、豊洲新市場は、新たな流通環境の変化に対応して、

ハブ機能を有する首都圏の大規模拠点市場として整備する予定でございます。その建設予定地が江東区の

湾岸に位置しておりまして、葛西市場と、それから大田市場とは、湾岸道路等を経由して十五分程度と、

比較的近い距離にあることから、両市場の集荷・販売に影響を与えることが十分考えられると思っており

ます。また、豊洲新市場を大規模拠点市場として整備することから、その商圏も広くなりますので、足立

市場の水産物部にも影響が出てくることも考えられると思っております。 

 このため、影響を受けると思われる市場については、豊洲新市場の開設時期を踏まえまして、産地、そ

れから小売業者等の動向につきまして調査いたしたり、また、取扱数量の予測を行うとともに、それぞれ

の市場の果たしている役割や機能などについても総合的に勘案評価いたしまして、各市場の機能強化、ま

たは再編・統合など、必要な対策を検討していきたいと考えております。 

○髙橋会長   よろしいですか。 

○川田委員   市場によっては存亡の危機にも立たされるというような意識を持っているところも多くあります

ので、是非、業者のほうも中に入れてご検討いただければありがたいと思っております。よろしくお願い

します。 

○髙橋会長   ほかにいかがでしょうか。 

はい、石井委員。 

○石井委員   第八次市場整備計画に関連してお尋ねいたします。 
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 ただいまの豊洲市場の影響の評価ということですが、私は墨田区なものですから、葛西市場はよくお邪

魔いたします。今の説明で、豊洲市場の建設に関連して、各市場の機能強化をする、豊洲市場建設の影響

の評価ということは、各市場の機能強化をするというお話が、今、ありましたけれども、例えば、葛西に

対してはどういう機能強化をするのか、お尋ねします。 

○髙橋会長   坂幹事。  

○坂幹事  葛西市場につきましては、施設面では、この計画に地盤沈下対策とかを載せてございますが、これ

につきましては、先ほど前の方のご質問にもお答えしましたように、まず、その前段といたしまして、豊

洲新市場の開設時期を踏まえまして、産地、小売業者さんの動向ですとか、取扱数量の予想とか、それぞ

れいろいろ調べたり、また、葛西なら葛西の特徴とかを調べました上で、どういう対策がいいのか、そこ

ら辺を含めて、これから考えさせていただきたいと思います。 

○髙橋会長   よろしいですか。どうぞ。 

○石井委員   今の地盤沈下対策というのは、具体的にどういうものですか。 

○坂幹事  そうですね。地盤沈下につきましては、管理棟と卸売棟の間のところで地盤の格差等出ておりまし

て、そこら辺の補修を行わなきゃいけないというのと、これから調査いたしまして、少し時間をかけて、

地盤沈下は継続的に進んでいくものですので、この計画にも載ってございますが、十八年度に一年間かけ

て調査を行いまして、その歪みの進み具合等検討して、その上で十九年度に設計工事という形で対策をと

りたいと考えています。 

○髙橋会長   はい、石井委員。 

○石井委員   この葛西市場が東京都の中央卸売市場の東京周辺の市場整備の指導に従って、二十数年の時間の

中で、墨田、江東、葛飾、江戸川の小松川市場とか、両国の市場とか、再編整備の中で葛西に皆さんがお
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集まりになってきた。最近、スーパーとか大型店ができて、八百屋さんが非常に困っていらっしゃるわけ

でありまして、商組が借りていた事務所スペースも、メンバーが少なくなってしまったために半分返上し

ているという非常に厳しい状況がありますから、是非とも、そうした八百屋さん等が困らないように、し

っかり対応していただきたいと思います。 

 もう一点、前にもお話しいたしました、板橋市場の件でお尋ねをいたします。 

 この中に、「板橋市場について新たな荷捌き施設を整備する」と書いてございますが、具体的にはどうい

うことでしょうか。 

○髙橋会長   どうぞ。  

○坂幹事  板橋市場の青果部につきまして、現在の荷捌き施設、大規模店等に対応するとか、そういう必要が

ございますので、これにつきまして、荷捌き施設を、青果部の部分について整備させていただきたいとい

う予定でございます。 

○髙橋会長   石井委員。 

○石井委員   前にも申し上げたんですが、この板橋市場も、屋根がトタン屋根でできていて、夏場は四十度、

四十五度とか、大変な高温になる。青果物、葉物、それから果物は、そのために、せっかく生産地から冷

蔵車に入れて運んできたその品物が傷んでしまうということがあって、ぜひとも早急に直してほしいとい

うことは、私もこの場で申しましたけれども、その点はどうなっておりますでしょうか。 

○髙橋会長   どうぞ。  

○坂幹事  板橋市場の青果部の果実売場につきましては、昭和五十八年度に増設した施設でございまして、ほ

ぼ全面がシャッターで開放できまして、通風等は確保できる構造になっておりますが、今、ご指摘のよう

に、亜鉛鋼板でできております屋根の断熱塗装が劣化しておりまして、そのために、夏場高温になるとい
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うことがございます。そういうことで、断熱効果が減少しているということに鑑みまして、これが商品に

影響が出るということも考えられるような状況になっています。 

 このため、都といたしましては、今年度末を目途に、果実売場屋根の断熱塗装の全面塗り替えを実施す

る予定でございます。 

○髙橋会長   よろしいですか。ほかの委員さんどうでしょうか。 

渡辺先生。  

○渡辺（康）委員  何点かちょっとお伺いしますが、一つはＰＦＩの導入ということでちょっとお聞きしたい

んですけど、これまでＰＦＩは検討課題ということで答弁があったわけですけれども、今回の内容を見る

と、これは検討ということではなくして、ＰＦＩそのものを導入するということで理解してよろしいんで

すか。 

○髙橋会長   はい、大野幹事。 

○大野幹事   先生のご質問は、豊洲新市場に関してでございますでしょうか。豊洲新市場につきましては、こ

の後、また実施計画をご報告させていただきますけれども、ＰＦＩの導入につきましては、今年度アドバ

イザー業務を契約いたしまして、都が従来の方式で実施した場合のコスト、メリット・デメリット、そし

てＰＦＩで実施した場合のコスト、メリット・デメリット、こういったものを比較精査していきまして、

この検討で、ＰＦＩの導入効果が見込まれるかどうかを検討するということでございまして、導入を決定

したということではございません。 

○髙橋会長   渡辺委員。 

○渡辺（康）委員  そうすると、新市場の実施計画のまとめというのがありますね。この最後のほうに載って

いますけど、これはまた別に報告されるんですか。じゃあ、そのときに質問します。 
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○髙橋会長   ほかにご質問いかがですか。よろしいですか。 

 それじゃ、ほかにご意見、ご質問ないとすれば、よろしいですね。 

（「異議なし」の声あり） 

 

（二）豊洲新市場実施計画について 

 

○髙橋会長   よろしいですか。それでは続きまして二つ目の議題の「豊洲新市場実施計画」につきまして、事

務局からご説明お願いします。 

○大野幹事   新市場担当の大野でございます。豊洲新市場の実施計画についてご報告させていただきます。座

って報告させていただきます。 

 豊洲新市場の実施計画は、昨年七月に策定いたしました基本計画を踏まえまして、基本設計の与条件と

なる施設の配置、物流システム等につきまして取りまとめたものでございます。お手元に資料三「豊洲新

市場実施計画について」、そして資料四「豊洲新市場実施計画のまとめ」を配付してございますので、資料

三に沿ってご説明させていただきます。 

 まず、施設計画についてでございます。施設配置は、基本計画では六街区に水産物部卸機能、七街区に

水産物部仲卸機能を配置してございましたが、物流と施設利用の効率性の観点から、市場業者の方々と協

議を重ねました結果、五街区に青果部卸・仲卸機能、六街区に水産物部仲卸機能、七街区に水産物部卸機

能を配置することといたしました。 

 なお、本実施計画につきまして都議会で報告をさせていただきました際に、施設配置については、桟橋

との隣接、買出人の買い回りの利便性等の観点から、基本計画の配置が望ましいとのご意見をいただいて
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おります。今後とも、桟橋からの荷の搬入動線、買出人の利便性の確保につきまして、施設機能及び運営

の両面から検討してまいりたいと思っております。 

 大変恐縮でございますが、二ページに新市場予定地の概要を参考として掲載してございますので、ご参

照いただきたいと思います。 

 一ページに戻りまして、次に施設構造でございますが、生鮮食料品の品質が保持できるよう、外部から

の埃、害獣などの侵入を防ぎ、温度管理のできる閉鎖型施設・高床式施設といたしました。また、機能的、

衛生的な荷の搬入・搬出を行うため、荷捌きスペースなど、荷の搬入・搬出場所に車両を直接寄せること

ができるバースの形式を採用いたします。 

 場内交通でございますが、市場内外の車両渋滞などを解消するため、十分な駐車場の確保や、場内周回

道路を設置するとともに、車両誘導、駐車場管理システムを導入することといたします。また、環状二号

線及び補助三百十五号線の幹線道路と市場との円滑な入出場が可能となりますよう、出入口を八カ所設置

いたします。さらに、幹線道路の沿道に立地する市場の一体性を確保するため、補助三百十五号線を高架

化し、その下に四カ所の連絡通路を設置するとともに、環状二号線下にアンダーパスを設置し、各街区間

の移動が円滑にできるようにいたします。 

 次に物流計画でございます。取引形態に対応して、小口取引と大口取引、それぞれに対応する荷の流れ

を分離するとともに、他市場へ転配送する荷を扱うスペースを設け、首都圏のハブ機能の充実を図ってま

いります。また、荷の円滑な搬入・搬出を確保するため、荷捌きスペースを新たに設置するとともに、一

時保管機能を充実いたします。さらに、卸売業者、仲卸業者や買荷保管業者がそれぞれに行っております

場内荷役を共同化し、自動搬送設備を積極的に導入することで、低コスト物流の実現を目指してまいりま

す。情報システムの構築でございますが、商品情報を共通認識できる生鮮ＥＤＩ標準の活用による物流管
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理・商取引システムを導入し、物流の効率化を図ってまいります。 

 次に、衛生・廃棄物対策でございます。衛生対策といたしまして、先ほどもご説明いたしましたが、閉

鎖型施設・高床式施設といたします。また、施設の機能に応じ、清潔ゾーン、準清潔ゾーン、一般ゾーン

を設け、衛生管理を充実いたします。廃棄物対策でございますが、環境負荷の低減のために、スーパーエ

コタウンの利用等によりまして、廃棄物リサイクル率の向上を図ってまいります。 

 二ページをお開きください。整備・運営手法でございます。加工・パッケージ施設、冷蔵庫など、付加

価値施設につきましては、市場業者等が整備することとし、整備に当たっては、市場用地貸付制度の活用

を幅広く検討してまいります。卸売場、仲卸売場など、都が整備する基幹的施設につきましては、調査の

結果、ＰＦＩ導入の効果が見込まれることから、すべての施設を対象に財務面、技術面等から、ＰＦＩ導

入につきましてさらに検討することといたしました。 

 整備スケジュールでございますが、ＰＦＩ導入の検討を行い、平成十九年度より設計工事に着手し、平

成二十四年度の開場を目指してまいります。今後とも市場業界の方々とも十分協議を重ねまして、各施設

配置・規模や管理・運営手法など、ハード・ソフトの両面から、更なる具体化に取り組んでまいります。 

 以上、簡単でございますが、実施計画についてご報告申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○髙橋会長   どうもありがとうございました。それでは、ただいま事務局から報告がありました豊洲新市場実

施計画につきまして、ご意見、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。ご質問等ございませんか。 

はいどうぞ、石井委員。 

○石井委員   この豊洲市場移転に反対している方々の中に、この豊洲の汚染土壌についていろいろ言及する人

たちがいるんですけれども、その点はどうなっているのかお尋ねをいたします。 

○髙橋会長   後藤幹事。 
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○後藤幹事   それではお答えいたします。まず、土壌汚染につきましては、汚染原因者の責任により処理され

るということになっております。豊洲の新市場の予定地につきましては、東京ガスがガスを製造していた

工場跡地であるということでございますので、一義的には東京ガスが処理をするということでございます。 

 したがいまして、東京ガスは、平成十四年の十一月に、東京都環境確保条例に基づく汚染拡散防止計画

書を環境局に提出いたしました。内容は、環境基準の十倍を超える区域については、環境基準以下となる

よう、処理を行うことということでございます。 

 環境基準十倍以下で汚染物質が残る土壌につきましては、用地全体に約二・五メートルの盛土を行い、

覆土することによって、飛散が防止されるという処理でございます。この処理は、環境確保条例、また、

東京都土壌対策指針に沿ったものでございまして、安全性に問題はないものでございます。 

 なお、環境基準の十倍以下の土壌がございましても、水質汚濁防止法や下水道法に照らしても、周辺の

水質や環境上への問題は生じないと考えております。 

 しかしながら、新市場の予定地ということで、生鮮食料品を取り扱う用地ということでございますので、

私どもといたしましては、安全をより一層確実なものとするために、現在の地盤面から二メートルの深さ

までは、すべて環境基準以下となるよう東京ガスに求めました。また、東京ガスもその趣旨を理解いたし

まして、東京ガスによって二メートルの深さまではすべて環境基準以下となるよう処理することとしてお

ります。 

 このことによりまして、市場用地につきましては、二・五メートルの盛土を行った後の地盤面から四・

五メートルの深さまでは、環境基準を超える汚染が存在しないこととなります。 

 なお、将来、新市場の建設によりまして、構造物の基礎等の関係から、盛土後の地盤面から四・五メー

トルより深い部分について土地を改変する必要がある際には、調査を行いまして、環境基準を超える物質
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があった場合には、環境基準以下となるよう適切に処理をすることとしております。 

 したがいまして、私どもといたしましては、ご心配されている方々がいらっしゃるということは十分承

知しておりますけれども、ご安心くださいと申し上げたいと思います。 

○髙橋会長   はい、石井委員。 

○石井委員   この築地市場が豊洲新市場に移転するということについては、これまで青果・水産場外市場、そ

れから中央区そのもの等の様々な議論の中で、移転が粛々と、今、実行されようとしているわけでありま

すが、そうした汚染土壌等々の懸念があることについては、心配ありませんよ、このようにきちんと対応

していますということを、親切に、丁寧に、あらゆるチャンネルを使って、関係者の皆さんに広報してい

ただきたいと思います。 

 もう一点、震災、防災対策というんですかね、いざ、有事の際には、ある意味ではここは大きな避難場

所にもなる。そうした機能も兼ね備えているのではないかと思いますけれども、その点についてどうなっ

ているかお尋ねします。 

○髙橋会長   はい、後藤幹事。 

○後藤幹事   まず、最初の周知徹底というか、説明についてでございますけれども、これまでも私どもは市場

関係者、あるいはそれ以外の方でも、ご要望に基づいてご説明をしてきたところでございますし、組合に

対しては文書でもって回答もしております。また、求められて組合員に対して説明会等も開催したことも

ございます。ただ、まだまだこれから時間があるわけでございますので、私どもといたしましては、先生

ご指摘のように、今後ともＰＲ、周知徹底に努めてまいりたいと考えております。 

 また、災害時のことでございますが、災害時、大震災等のことを考えますと、当然、私どもとしては地

盤強化等をして、建物等に大きな被害が出ないような対策を練っていくとともに、中央卸売市場という食
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を扱うところでございますので、災害時の大規模な防災拠点としても役割を担わなければいけないという

ことを十分考えております。 

 今後とも、具体的な対策としてはまだこれからでございますけれども、十分気をつけて、適切な対応を

とってまいりたいと思っております。 

○髙橋会長   よろしいですか。ほかの先生方いかがですか。 

伊藤委員、どうぞ。 

○伊藤委員   委員の伊藤でございます。豊洲新市場につきまして、私ども関係があるんでございますが、まず

第一に、今現在、実施計画まで来たわけでございますけれども、ともするとハード面の検討が先行してお

りまして、具体的な中身の問題、ソフト面と申しますか、どういう市場をどういうふうに運営してやって

いくんだという検討が、かつてはここにおられます上原先生等にご尽力いただきまして、コンセプト委員

会とかそういうものをやって、新市場はどういう市場であるべきかというお話があったんでございますが、

その後、その辺の検討が途切れておりまして、現時点ではこういうふうに、ハブ機能を強化するとか、あ

るいは他市場への転送機能をやるんだとか、あるいは衛生面等を考慮して、閉鎖型の施設でいくんだとい

うふうな検討、いろいろございますけれども、それらを支えていくソフト面で、業者はどういうふうに配

置していくんだ、あるいは物流はどういうふうに統一していくんだというふうな検討が、全くまだこれか

らでございますので、そういった点に関して、この新市場をどういうふうに運営していくか、あるいは経

営していくか、そういう視点から、行政当局におかれましてもそういう点をよくご検討いただき、また、

いろいろなお知恵をお借りしながら、いい市場をつくっていくということにご尽力お願いしたいと思いま

す。 

 それから、二つの点で、今申し上げたいことがあるんでございますが、第一点は、財務関係の面でござ
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います。この市場に関しては、市場会計があり、そしてその市場会計の中に、約二千四百億と伺います残

高があるということも承っておりますが、こういうものがこれからどういうふうに使われていくのか、そ

れから、まず新市場ができるときには、本来は国からの三分の一の補助があるというのが建前でございま

すけれども、現在の財政状態、それから国と東京都との関係、あるいは最近の国の三位一体のような政策

転換といいますか、そういったようなことの中で、国からの補助がどうなるのかといったようなこと。そ

して、そういうものの使い方の中で、どういう市場がどういうふうな財政状態でつくられていくんだろう

か。そして、その中で一番肝心なのは、私ども業界がどういう使用料負担になっていくんだろうか。 

 今、漏れ聞くところによりますと、各新設の市場にあっては、大変使用料が高騰して、そして市場の運

営、あるいはそれぞれの業者の経営に非常に苦労しておる、あるいはいろいろなトラブルが起きていると

いうことも聞いておりますが、私どもはそういう轍を踏みたくないんでございます。それで、そういう中

で市場別使用料がどうなっていくのか、そして、私たち業界、業者の負担するものが、いろいろな設備、

新しい設備に行くわけですから、ある意味で、多少の負担増は、これはやむを得ないと思いますけれども、

あまりに高騰するものでは、本来の市場機能を発揮していくということが、本来の役割が、公共的な役割

を含めて果たせなくなるということを一番恐れているわけでございます。そういう点について、まだ何の

ご説明も明らかにされていないんでございますが、そういう点について、強く使用料に関して、これが高

騰しないように、明確にしていっていただきたいということが一点。 

 それから第二点は、先ほどお隣の先生がご発言されました土壌汚染の問題でございますが、確かに、一

部にこれを心配する声がございます。先ほどのご説明はよくわかるんでございますが、私どもは東京都さ

んのご説明を十分に信頼してきております。しかしながら、国会の先生方も大変いろいろ心配しておられ

まして、この前は、保坂副大臣からもアドバイスいただいたんですけれども、建設にかかる前に、権威あ
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る第三者機関できちんとした調査をしていただいて、「これは本当に心配ない、安全だ」ということを認定

していただくということが大事なことじゃないか、そして、みんなが納得して、「これはもう心配ないんだ、

安全なんだ」ということをまず大前提に置いて、そしてこの建設にかかっていただきたい、このことを強

く要望する次第です。以上、二点でございます。 

○髙橋会長   多岐にわたりますが、順次お答えいただけますか。まず、ハード面の説明はあったけれども、ソ

フト面はどうなのかということが第一点ですね。どうぞ。 

○大野幹事   今、伊藤委員がお話しされたように、ソフト面が非常に大事だということは、もちろん私ども十

分認識しております。そういった中で、先ほどもお話ございましたけれども、新市場の基本構想、そして

基本計画、こういったものをまとめてきたわけでございますけれども、その中でも特に基本計画におきま

しては、六つの基本的な機能といったものを打ち出しておりまして、それをいかに具体化していくかとい

うことが、私ども新市場の建設に向けた課題だなと思っております。 

 そういった意味で、基本計画での機能そのものをいかに具体化していくか、これは実施計画の策定過程

でも、私どもは業界の皆様も含めていろいろ検討を重ねてきたと思いますが、最終的にソフト面でまだな

かなかまとまっていないという面があるのも事実だと思っております。 

 そういった面も含めまして、今後、きちっと業界の皆様等も含めまして、新市場の建設に向けていろい

ろご議論させていただきたいと思っております。 

○髙橋会長   それから、財務関係という大括りですけど、お答えになりますか。 

○高津幹事   ご質問の趣旨は、特に新市場に関して使用料負担の問題かと思います。 

 ご指摘ありましたように、国庫補助金、これは最大限確保していくということでこれから努力していき

たいと思いますけれども、使用料のあり方につきましては、まず、適切な水準での施設整備、あるいは費
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用対効果、その辺をまず考えながら施設整備をしていくということがあろうかと思いますので、その辺を

これからの検討の中で十分にやっていただいて、使用者の受益と負担の関係などを踏まえた、新たな算定

方式の導入、これも検討していく必要があるんじゃないかと思っております。 

○髙橋会長   今のお答えですが、利用者の負担関係というお話はそれでよろしいですか。 

○伊藤委員   今のことは、使用料だけではなくて、先ほど、例えば閉鎖型施設・高床式施設というお話が出て

おりますけれども、それらを含めて、温度管理その他のランニングコスト、これらもかなり増高するんじ

ゃないかと思うんですね。そういう面での検討。それから、それに関しての業者負担といいますか、そう

いうものがどうなっていくのか。それも使用料と併せてご検討いただきたい、そしてまた、ご提示願いた

いと思います。 

○髙橋会長   はいどうぞ、大野幹事。 

○大野幹事   豊洲新市場におきます使用料含めた業界の方々の負担でございますけれども、確かに閉鎖型施設

にしますと温度管理の光熱水費、これがどうなるかというのは、私ども、非常に大きな問題だと認識して

ございます。ただ、そういった中でも安心・安全という面で、是非、閉鎖型施設は実現させていきたいと

思っております。 

 ただ、新しい市場の中で、業者の方々が健全な経営が確保できなければこれは意味がございませんので、

そういった点を十分認識いたしまして、今後設計等に当たりまして、規模の問題でございますとか、ある

いは必要最小限の整備、そして的確な温度管理、さらにいろいろな工夫によります効率的な施設利用、こ

ういった面をいろいろ検討いたしまして、負担の少ないような努力をさせていただきたいと考えておりま

す。 

○髙橋会長   ちょっと待ってくださいね。最後に土壌汚染という話がありましたね。はい、どうぞ。 
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○後藤幹事   土壌汚染の確認の方法につきましてご質問がございましたのでお答えいたします。 

 処理自体は東京ガスが東京都の環境確保条例等に基づいてやっておるわけでございまして、先ほど申し

上げましたとおり、汚染拡散防止計画書というのを提出して、その中に処理の仕方等が書いてあるわけで

ございます。それらの処理が完了したときには、東京ガスが環境局に完了報告書というものを提出いたし

ます。その完了報告書には、濃度計量証明書、それから土壌処理経過が記載されました汚染度管理票とい

うものを添付いたします。この中で特に、濃度計量証明書、これは土壌の中の物質の濃度等を確認したも

のでございますけれども、これにつきましては、国の環境省が指定する第三者機関、通常指定調査機関と

呼んでおりますけれども、これらが濃度計量の調査をした結果、発行するものでございまして、東京ガス

が自分たちでやった結果を発行するものではございませんので、そういった第三者機関の、言ってみれば、

証明書を添付して届出を出すということになっております。 

 したがいまして、環境局としては、それらの書類等を確認した上で届出を受理するということになりま

す。 

 また、私ども中央卸売市場といたしましては、そういった手続が終わったら、環境局等に確認した上で

その土地を購入するという手続きを踏むことになっております。また、東京ガスからも地歴書等により安

全を確認して購入するということになっておりますので、そういったことで安全性は確認できると考えて

おります。 

○髙橋会長   これでよろしいですか。 

○伊藤委員   今のご説明でよくわかるんでございますが、あくまでも東京都さんと東京ガスさんの間だけでな

くて、第三者の、しかも権威あるところの証明といいますか、「これで安全なんだ」ということを、まずし

っかり押さえていただきたい。そのことを要望申し上げます。 
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○髙橋会長   では、川島委員。 

○川島委員   三点ほどお伺いしたいと思っております。 

 私どもは、もちろん、末端の消費者の一人一人として、食品でございますから、安心・安全ということ

は何よりの基本だと存じておりますので、新しい豊洲の市場につきましても、それがまず第一に来て、そ

れからすべての計画が進んでいっていただかないといけないと存じております。 

 その意味で、今、大変に理想的といおうか、夢のあるこの建物の状況なぞを伺いまして、これは大変に

すばらしいと存じますけれども、財政面その他のことを考えると、これはちょっといろいろと引っかかり

があるかなと思います。殊に、今、使用料の問題なぞを伺いますと、事業者の方々の経営状況、そういう

ものがきちんと健全でなければ、それが市場の食品にも影響してくる問題でございますので、そのあたり

は十分にお考えになって初めの基本設計からやっていただきたいと、私ども、末端の者は思うわけです。

殊に、東京都の場合はどうかわかりませんけれども、人口の自然減少というようなことも考えますと、こ

れから、その意味では、柔軟性を持って計画を遂行していただきたいと感じております。 

 それで、今、るるお話がございました土壌汚染の問題が、私ども消費者として初めから引っかかってお

りまして、初めに、土壌学会の会長さんからお話も伺いました。そのとき、ヨーロッパあたりの基準と比

べると、日本の厚生労働省の基準は大変甘いということも伺っております。東京都の基準はそのようなこ

とはないと思いますけれども、これはしっかりとやっていただかないと、今おっしゃいましたように、第

三者の検証が必要ではないかなと感じるわけでございます。 

 私ども消費者団体連絡センターというのがありまして、その団体が全部で集まりまして、東京ガスさん

からもいらしていただいて、お話を伺いましたし、東京都のほうからのご担当の方もいらしていただいて、

お話も伺いまして、一応は納得はいたしましたけれども、今の時点で、その後そのようにご説明のとおり
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に、きちんと実践されているのかというところまではまだわかっておりませんので、これは結構、二、三

日前、私も嫁の実家のお母さんとお話をしましたら、普通の主婦の方がそれを心配していらっしゃる。「染

み込んだらどうするの」とおっしゃって、私も本当にうっと思ってしまったんですけれども、これから建

設途上で何が起こるかわかりませんので、十分にご注意いただきたいと存じておりますが。 

 以上です。  

○髙橋会長   はい、ありがとうございます。財政面からのご心配があるというので、柔軟な計画をというご提

案でありますが、これに対して何かありますか。 

はい、大野幹事。 

○大野幹事   私ども、豊洲新市場につきまして、目指す機能が幾つかございますけれども、一番大事なのは、

安全・安心な生鮮食料品が提供できる施設、そして効率的な物流ができる市場、こういうふうに考えてご

ざいます。そういう意味で、閉鎖型施設、あるいは高床式施設、こういった実施計画でのまとめになって

ございます。 

 ただ、先ほどの伊藤委員のご質問にお答えいたしましたように、光熱水費等の維持管理経費、この辺が、

現状と比べればかなり負担が増えるだろうという予測はございます。 

 そういった意味で、市場業者の方々の健全な経営の確保という一面も踏まえまして、今後、施設の規模

でございますとか、あるいは効率的な施設の使用、こういった面を踏まえまして、いろいろ検討させてい

ただきたいと考えてございます。 

 それから、今後の市場を取り巻く環境、いろいろ変わってくる中で、いかに柔軟な変化に対応できる施

設にするか、これは非常に、私どもも十分認識しておるところでございますけれども、基本的な施設の配

置機能、これは市場として是非必要なものはやらなければならないという中で、限られた敷地面積の中で、
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どう柔軟性を確保するのかというのはなかなか難しい問題もございますけれども、設計の中でできるだけ

工夫させていただきたいと考えてございます。 

○髙橋会長   今の問題、まだありますか。伊藤先生から土壌汚染の話がありましたけれども。さらに今、川島

先生からありましたが、何か付け加えることはありますか。 

○川島委員   十分にご説明どおりに実施をしていただきたいと存じております。 

○髙橋会長   ご要望。はい、わかりました。 

 それでは次に、ご質問。 

はい、渡辺先生。 

○渡辺（康）委員  まず最初に、この実施計画の中の問題ですけれども、こういう実施計画というのは、事前

にいただければ一番いいわけですよね。検討するのにもね。きょう、ここに来て初めてこういう詳細な計

画があるんだよというのがわかるわけですよ。ここの審議会の中で審議してほしいということが言われて

も、事前にこういうものが配られていないと、私たちは資料があるんだったら欲しいということでいただ

くということで来ているんですが、こういうものは出てこない、突然出てくる、というようなことという

のは、私は、議事を進める上で疑問があるんですよ。ほかの審議会でもそういう問題がありますが、豊洲

市場の問題、これからちょっとお聞きするわけですけれども、ＰＦＩということでいえば、これは最大の

規模のＰＦＩですよね。そういうようなことですから、まず最初に、こういうものがこれからも出てくる

だろうと思うんですけれども、事前に配付をして、十分検討できるような時間を与えてほしいというのを、

ひとつ要望しておきたいと思うんです。 

 その上に立って一つお伺いしたいんですが、先ほどもちょっと言いかけましたけれども、これはあくま

でもＰＦＩでいくということで理解してよろしいんでしょうか。 
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○髙橋会長   大野幹事。 

○大野幹事   先ほどもちょっとご答弁申し上げましたけれども、今年度アドバイザー契約を結びまして、都が

直接実施した場合のコスト、ＰＦＩで実施した場合のコスト、こういった点を比較いたしまして、ＰＦＩ

導入の効果があるかどうか、その辺を精査していきたいと考えておりまして、効果があれば引き続きＰＦ

Ｉの導入をしていきますが、効果がないという結論になれば、今後都が直接設計、建設をしていくという

考え方でございます。 

○髙橋会長   渡辺委員。 

○渡辺（康）委員  中身にちょっと目を通しただけですから、そう言われれば、確定ではないと言われればそ

うかもしれませんが、しかし、全体を見ると、これはＰＦＩそのもので行くという内容で書いてあるんじ

ゃないかと思うんですよね。 

 例えば、これは五十七ページの「開発事業者が整備する施設」、千客万来施設はそういうことで取り組む

んだというようなことで、こういうことまで書く必要があるのかなと思ったり、あるいは七十ページを見

ると「ＰＦＩ導入の検討」ということで、これは「ＰＦＩ導入スケジュールは別紙ＰＦＩ導入スケジュー

ル（案）のとおりである」ということで、大体こういうような走りを見ると、全体としてこれはＰＦＩで

やるんだという感じで書かれていると思いますね。 

 そこで、先ほどもちょっと出ましたけれども、直営でやる場合と、それから民間でやる場合のどちらが

具体的にメリットがあるのかという問題ですけど、これまでの話ですと、これは大雑把ということですが、

おおむねということでしょうか、そういうことだと思うんですが、東京都の支出というか、考え方として

は、約九百六十億。建設を東京都でやればね。あと、民間で三百億というような、大体そういう話があり

ましたよね。そうすると、例えばこの九百六十億というものが、きょうもらった資料を見ますと、かなり
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細かな計画が出ていますよね。こういうことで、東京都である程度積算というのはされたんでしょうか。 

○大野幹事   積算というのはＰＦＩに関してでございますか。 

○渡辺（康）委員  東京都の。  

○大野幹事   九百六十億円の積算でございますか。 

○渡辺（康）委員  はい。  

○大野幹事   一つ一つの施設を、単価を積み上げて計算していく積算では九百六十億円になります。 

○渡辺（康）委員  そうしますと、ＰＦＩでやった場合には、この九百六十億というよりも、これを上回るよ

うなことは絶対にないということで理解してよろしいわけですか。 

○大野幹事  そもそも、現在の九百六十億円ということをベースに考えますと、それを上回るようなことがあれ

ば、これはＰＦＩ導入の効果がないということでございますので、その場合にはＰＦＩの導入はしないと

いうことでございます。 

○髙橋会長   はい、渡辺委員。 

○渡辺（康）委員  もう一つお聞きしますが、この九百六十億というのは、これは建設費だけということなの

か、それともＰＦＩで建設業者でお願いしますよね。その管理・運営ということで、何年にするのかよく

わかりませんが、その管理・運営も含まれた内容での九百六十億ということですか。 

○大野幹事   実施計画なり基本計画で出してございます九百六十億円というのは、あくまでも建設経費でござ

います。 

○髙橋会長   はい、渡辺委員。 

○渡辺（康）委員  そうすると、管理運営に当たって、それに上乗せされるということになりますよね。実際

にはそういうことになりますよね。そうすると、これは何年契約ということを考えておられるんでしょう
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か。  

○大野幹事   ＰＦＩをやった場合に、その維持管理期間を何年にするか、これはまだ決まってございません。

当然、その期間によってもいろいろ経費の負担、利子等も含めてございますので、そういった面も含めて

ＰＦＩ導入の効果があるかどうか、その辺を検討するということでございます。 

○髙橋会長   渡辺委員。 

○渡辺（康）委員  そうすると、まだ決まってはいないということですけれども、全体としては大体どれくら

いのメリットということを目安にしてＰＦＩということを考えているんでしょうか。 

○大野幹事   そのメリットにつきましても、今の時点で何パーセントだからやるとか、何パーセントだからや

らないといった基準はございません。ただ、基本的に、都が整備した場合とＰＦＩでやった場合に、どの

程度の経費の違い、バリュー・フォー・マネーがどのくらい出るか、これによって判断するということで

ございます。 

○髙橋会長   はい、どうぞ。 

○渡辺（康）委員  このＰＦＩでやる場合、いわゆる業者に任せるということができないものがありますよね。

ここにもちょっと書いてありますけれども。その管理・運営の中で、直営で東京都がやらなければならな

いという業務がありますよね。これはどういうことになるんでしょうか。 

○大野幹事  ＰＦＩの場合は、基本的に施設の設計、建設、それから施設の物理的な維持管理、これをＰＦＩの

事業者に委託するというのが基本でございます。ただ、市場の場合には公の施設でございますので、今度、

自治法の改正に伴いまして、指定管理者制度というものができました。その指定管理者制度そのものは、

一般的に公の施設の管理、これを行政の権限等も含めて委任といいますか、そういった権限の代行を指定

管理者ができるということがございますが、市場の場合には、農水省の業務規程例に基づきまして、指定
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管理者といえども、例えば使用料の決定でございますとか、仲卸業者さんの許可でございますとか、ある

いは指導・監督、こういったものはできないということがございます。ただ、使用料の徴収でございます

とか、施設の使用の許可、こういったものは指定管理者の場合でもできるということでございますので、

もし、ＰＦＩ事業者を更に指定管理者に指定すれば、そういった一部の業務も可能だということでござい

ます。 

○渡辺（康）委員  その続きなんですが、そうすると、例えばＰＦＩでやって、それで途中で完成した段階で、

その業者に対してというか、業者選定をするわけですけれども、これは指定管理者制度を導入するという

ことも考えられるんですか。 

○大野幹事   理論的には、ＰＦＩ事業者を指定管理者にするということは可能でございますけれども、指定管

理者にするかどうか、これは総合的な面からいろいろ検討していく必要があると考えていまして、今の時

点では、まだ指定するとも指定しないとも考えてございません。今後、検討の課題です。 

○渡辺（康）委員  そうすると、確認で申しわけないですけれども、この事業をＰＦＩで進めるかどうかとい

うことも、一つは検討課題ですね。それから、仮になったとしても、契約何年間ということは検討課題。

それから、建設された後の管理・運営の問題についても、ＰＦＩでずっとやるのか、それとも指定管理者

制度に切り替えてやるのかということについても、これまた検討の課題と、いろいろあるということでし

ょうか。 

○大野幹事   検討の課題でございますけれども、先生のおっしゃった最後の、ＰＦＩ事業者でやるか指定管理

者でやるかというのは、これは二者択一ではございませんで、指定管理者としてやれば、ＰＦＩ事業者を

指定管理者として指定するという形になるのかなというふうに考えてございます。 

○渡辺（康）委員  それも一応検討課題ということですね。 
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○大野幹事   そうでございます。 

○渡辺（康）委員  はい、わかりました。じゃあ、それは一応それで、次に行きますけれども、東京都中央卸

売市場の資金ですけれども、これは現在、残高はどれくらいあるんですか。 

○髙橋会長   はい、高津幹事。 

○高津幹事   お尋ねの件は、積立残高ということだと思いますけれども、二千七百億円でございます。 

○渡辺（康）委員  二千七百億円。これが、実際問題で、毎年利息は幾らぐらいになりますか。 

○高津幹事   今の状況としては、一般会計に貸付けております。それで、十六年度あたりで二十数億円の利息

をいただいております。 

○渡辺（康）委員  はい。それからもう一つお聞きしますが、この豊洲の土地ですけれども、土地を購入しな

きゃならないという問題がありますよね。この土地の購入ということと、それから築地の市場を売却する

という問題も出てくるだろうと思うんですね。これらの計画というのは、考え方には既に基本的には入っ

ておられるんでしょうか。 

○大野幹事   豊洲の土地につきましては、十六年度にそれを一部購入してございまして、今年度から十九年度

までに引き続き購入するという予定でございます。築地につきましては、私どもは、豊洲新市場の財源の

一部というふうに考えてございますので、売却もしていきたいと考えています。 

○渡辺（康）委員  具体的にお聞きしますが、単刀直入に、豊洲の土地全体で、最終的には幾らになるのかと

いうのが一つと、それから、築地はどれくらいということで、なかなか難しいと思いますが、一応築地で

はどれくらいの売却する収入というか、それを考えておられるのか、ちょっと教えていただけますか。 

○髙橋会長   はい、大野幹事。 

○大野幹事   豊洲の購入土地価格につきましては、現在のところ、まだ確定してございません。それから、築
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地の売却の土地につきましても確定してございません。 

○渡辺（康）委員  それでは最後に。そういうところなんですけれども、実際には、買収しているということ

もあるわけですから、最終的にどのくらいになるかということはわかっているんだと思いますが、いずれ

にしても、これらの金、買うお金と売るお金、こういうものを、二千七百億円以外のほかのところでこれ

らが活用されると思うんですが、これは相当な額になるかと思うんですよ。増収としてね。ですから、こ

の二千七百億円プラス、土地の売った買ったという差額でプラスされるんじゃないかと思うんですよ。で

すから、こういうようなお金があれば、ＰＦＩということではなくてもできるんではないかと思うんです

よね。 

 例えばＰＦＩでやるという、あるいは指定管理者でやるという場合、これは市場も相当な合理化という

か、コスト削減ということになっていくわけですね。ですから、ノウハウを持った人たちがどんどん辞め

ていく、あるいは減らされていくという状況が生まれた場合には、これは市場運営上もなかなか難しいと

いう問題も出てくるんじゃないかという感じもするわけで、いずれにしても、私は、ＰＦＩということで

はなくして、これだけの資金があれば、長期にわたって、しかも管理運営費というのは相当なものだと思

いますから、それだけのお金を使ってやる必要はあるのかなというふうに思っているんですが。 

○髙橋会長   はい、大野幹事。 

○大野幹事   私ども、最初にお話申し上げましたように、東京都が直接実施した場合と、それからＰＦＩ事業

で実施した場合と、どちらが経費を含めてメリットがあるのか、これを検討して、メリットがある場合に

導入するということでございますので、そういうことでございますから、経費的に、ＰＦＩを導入した場

合には、利子等も含めて安いという結論があれば、ＰＦＩを導入します。そのときには経費的に安くなる

ので、例えば先ほどの市場の使用料、こういったものにも跳ね返って軽減につながると考えてございます。 
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○渡辺（康）委員  最後に申し訳ありませんでした。それから、計画の中に、事業者がいわゆる千客万来の施

設ということが書かれていますけど、そのほかにも何か、ＰＦＩでやった場合に独自にいろいろな施設を

つくって、独自の利益を得るようなものがこのほかにも何かできるようなものがあるんですか。 

○髙橋会長   大野幹事。 

○大野幹事   千客万来施設につきましては、これは直接の市場施設ではございませんので、私どもが今検討し

てございます、東京都が整備する施設のＰＦＩ事業とは別でございます。これは、賑わい施設ということ

で、民間のそういったノウハウを持っている開発事業者を募集しまして、その方に用地を貸付けて賑わい

施設を整備・運営していただくということでございます。 

 それ以外に、直接民間の方々が整備する施設、市場業界の方々が付加価値施設を整備することはもちろ

んでございますけれども、それ以外、特に民間の事業者の方に、今整備していただくような施設は、考え

てございません。 

○渡辺（康）委員  わかりました。 

○髙橋会長   よろしいですか。 

○渡辺（康）委員  質問は以上でございます。 

○髙橋会長   ほかにいかがでございますか。予定の時間はもう少しあります。 

はい、どうぞ。横山委員。 

○横山委員   三点、少し意見というんでしょうか、資料等の確認も含めて、意見を申し上げさせていただきた

いと思います。 

 一つは、この豊洲新市場について、建設・運営についての考察は十分なされているんですけれども、い

わゆるライフサイクルの視点が若干抜けているんではないか。一つは、更新のときに建物はずっとそのま
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ま利用できるわけではないとすると、いわゆる廃棄コストなり、更新のコストについてどう考えるのかと

いうことの視点を加えたほうがいいんではないかということですね。 

 今、公共事業、国のほうで言いますと、予算の制約で非常に厳しい状況になってきているとすると、新

しい事業を考えるときに、いわゆる長寿命化というようなことで、更新のしやすい整備が求められている

ということを考えますと、全体を通じて、建設、運営、更新ないし廃棄を含めたトータルのコストとして

の視点を加えていただけないかということです。 

 それから二点目が、先ほど来、これは伊藤委員からもご要望があったこと、あるいは石井委員からもあ

ったことにも関連するのでございますが、まず、理想の施設整備なり、サービス内容を決めて、そして料

金を決定する方向の議論と、今ある財源、料金負担は、経済学のほうではウィリングネス・トゥ・ペイ、

どれだけその施設に対して支払う用意があるかということでいうと、事業者の皆さんが、今の使用料体系

を維持して負担する。それからまた、先ほど来あった積立金の利用方法も含めまして、財源はこれだけあ

る、その財源のもとで、一番効率的というんでしょうか、消費者満足の高い施設整備やサービス内容を決

めていく。両方あると思うんです。この両方について、少しわかるように整理をしていただけないかとい

うこと、これが二点目です。 

 三点目は、今、渡辺委員がおっしゃられたＰＦＩのことについては、一つは、建設費だけなのかという

ことと、管理・運営の話が出てきていましたけれども、そのときの観点として、今、三位一体の関連もあ

ろうかと思いますが、国の姿勢との調和をどの程度考えるのか。具体的に言いますと、ＰＦＩ方式をとっ

たときに、国庫補助がどの程度なのか。あるいはそうでない直営方式にしたときにどうなのか。その辺の

ことのトータルのコストとして考えていかなければならないのではないかということです。 

 それからあともう一つ、ここでも積立金の二千七百億円を切り離した形で考えるのか、連動させて、そ
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の二千七百億円の使い方も考えた上で、先ほど来の直営での運営とＰＦＩ方式の運営の比較をするときに、

この二千七百億円をどういうふうに位置づけて比較検討するんだろうかということですね。 

 それからあともう一つ、ＰＦＩでご検討していただかなくちゃいけない点は、指定管理者制度との連動

を考えると、契約の仕方いかんで、かなりモニタリングの問題が出てくるんじゃないか。その辺も含めて

ご検討していただけないか。 

 以上です。  

○髙橋会長   それでは順次お答えいただけますか。 

はい、大野幹事。 

○大野幹事   先生のお話の、ライフサイクルでの視点というというのは、本当に貴重な視点だと私ども思って

おります。更新等につきましては、減価償却等の経費に跳ね返るということで、そういった経費の確保は、

公営企業会計上は確保されているわけでございますけれども、廃棄の問題、それから更新しやすい、こう

いった点につきましては、貴重なご意見として、私ども、今後の検討の中で十分認識させていただきたい

と思っております。 

 それから整備運営の財源の問題でございますけれども、ＰＦＩも含めまして、当然公営企業会計として

の市場の会計、このトータルの資金繰りの中で、利息等も含めまして、どちらが安いかということを検討

していくのが当然のことだろうと考えております。 

 さらに、国との関係でございますけれども、国との関係で申しますと、農水省は、新しい市場を整備す

る場合には、まずＰＦＩが導入できるかどうか、これを検討しろと。その検討の過程で、もしＰＦＩが導

入可能なのに直接都がやった場合には、国からの助成金が出ないという基本的な考え方があるようでござ

いますので、私どもは、そういう点も踏まえまして、ＰＦＩの導入についてさらに精査していきたいと考
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えてございます。 

○髙橋会長   高津幹事。 

○高津幹事   ちょっと補足ですけれども、基本的に、先生方皆さんおわかりのように、私どもは公営企業会計、

独立採算でやっております。先ほど来、積立金の取り崩し的なことをお話しされておりますけれども、基

本的に、施設整備にかかる減価償却だとか運営は、それぞれ生み出していかなきゃいけませんので、それ

は使用料でいただかなければ、後々の見通しのない施設整備になってしまいますので、将来の更新のため

の減価償却だとか、それに伴う運営は、それは使用料でいただかないと企業会計は回っていきません。 

 したがいまして、新市場だけじゃなくて、ほかの十市場もございますので、トータルの会計の中でいか

に効率よく運営していくかということで考えざるを得ないと思っております。 

○髙橋会長   横山先生。 

○横山委員   一点目の話に関連するんでございますが、これはＰＦＩのほうも関連するのかもしれませんが、

よく公共事業の入札システムとの関連が、今、国のほうでもかなりまた見直しが行われている。いわゆる

総合評価方式、プロポーザル方式をとるときに、評価基準を少し明確にしておく必要があるのではないか。

だから、コストが安ければいいということではなくて、トータルで考えた総合評価の基準を、都としてど

ういうふうに考えるべきなのか。当然それは、卸売市場独自の法律上の制約がございますので、安ければ

いいということでは当然ないのはわかっているのでございますが、評価基準を少し明確に。あわせて、先

ほど言った廃棄の部分も含めてなんでございましょうけれども、お考えいただけないか。入札システムと

の関連もあるということだけ、申し上げたいと思います。 

 以上です。  

○髙橋会長   どなたか。 



－37－ 

○森澤幹事   ただいまの横山委員のご指摘、非常に注目しております。公共施設を整備するときに、最近、そ

ういう視点でやるということで、東京都におきましても、橋、あるいは道路、公共施設を建設する場合も、

アセットマネジメントの発想を取り入れてやっているわけでございまして、今、ご指摘がありましたよう

に、豊洲新市場の建設についてもそういう観点から、一度しっかり再検討してみまして、取り入れられる

ような基準があれば取り入れて検討していきたいと思っております。 

 また、廃棄コストの視点につきましても、同様な視点から、トータルでもう一度、建設に当たってのそ

ういう視点を導入して検討していきたいと思っております。 

○髙橋会長   よろしいですか。ほかにございますか。どうぞ。 

○大森会長代理  要望みたいなものですけれども、平成二十四年度に開場しようという計画で進められている

わけですけれども、私が一番心配しているのは、道路の関係なんですね。環状二号線、それから補助三百

十五号線が完全にその時点できちんとできるのかどうかというのが、非常に気になるところなので、何か

見通しがはっきりしたものがあるかどうか。今現在では、まだ、確約ができていないと思いますけれども、

ぜひ、オール都庁でこの対応をぜひ考えていただきたい。それだけ一つ、要望をさせていただきます。 

○髙橋会長   答えますか。 

はい、森澤幹事。 

○森澤幹事   新市場が開場して、事業が運営できる前提として、道路の完成というのが不可欠でございまして、

現在、庁内で調整をしております。ただ、まだ環状二号線については都市計画決定がされておりませんの

で、その辺の構造形式の変更決定について、今、鋭意検討しているところでございます。 

 現在、豊洲晴海再改定計画の中でも、環状二号線については、平成二十四年以降には完成ということで

ございまして、現在、我々は二十四年ということを目標に、鋭意、各局で取り組んでいるところでござい
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ます。  

○髙橋会長   会長代理からの質問もありましたけれども、ほかにありませんか。これでよろしいですか。あり

ますか。 

○渡辺（康）委員  これから諮るんでしょうから、意見だけ申し上げます。 

 私は、前からも申し上げてきているわけですが、この市場そのものについては、ＰＦＩではなくして、

都が責任持って建設にも当たるべきだし、管理・運営も行うべきだということを主張してきたわけですが、

しかも、この市場の積立残高というのは、先ほどもお答えありましたけれども、二千七百億円というお金

もあるし、それから土地の売却資金ということで考えればそれもプラスされるだろうというふうにも思い

ます。 

 そういう点から見ましても、ＰＦＩそのものでなくして、しっかりと本当に中央市場の役割を果たせる

ような、そういうものにしていくためにも、ぜひ直営でやってほしい、こういう意見を申し上げておきた

いと思います。 

○髙橋会長   よろしいですね。一言。はい、どうぞ。 

○森澤幹事   ただいま渡辺委員から話がありましたけど、二千七百億円の残高があるという話なんですが、そ

の数字が一人歩きしても困るんでございます。要するに、中央卸売市場の開設者としての運営経費という

のは、起債の元利償還も毎年ございますし、また人件費、運営費も払わなくちゃいけない。その他いろい

ろあります。そういうのがかなりの金額を占めておりまして、二千七百億円がそのまま使えるわけじゃな

くて、また、先ほどの整備計画でもご説明しましたように、ほかの市場の設備投資というものも、当然何

百億円というオーダーで確保しなくちゃいけないということで、豊洲に使えるのはそのうちのかなり限ら

れた部分だということを、一応ご理解いただきたいと思います。 
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○髙橋会長   ありがとうございました。 

 大体予定時間どおりでございます。あと五分なんですけどね。 

 ほかにご意見、ご質問はないということで、それではこれをもって報告事項につきましてはここまでと

させていただきます。 

 

五、閉   会  

 

○髙橋会長  以上をもちまして、本日の審議会を終了とさせていただきたいと思いますが、閉会の前に、森澤市

場長からごあいさつを頂戴したいと思います。 

○森澤幹事   本日は、第八次東京都卸売市場整備計画及び豊洲新市場実施計画につきまして、委員の皆様方に

は大変貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。生鮮食料品流通を取り巻く環境が

大きく変化している中で、今般策定しました計画を踏まえ、都民の安定した消費生活を支える卸売市場の

整備・運営を、いかに着実かつ具体的に進め、様々な都民の期待に応えていくかが大きな課題であると受

けとめております。 

 卸売市場が流通環境の変化に対応し、十分に役割を果たしていくことができるよう、委員の皆様方から

賜りましたご意見を踏まえ、全力で実施に向けて取り組んでまいる所存でございます。 

 委員の皆様方には、今後ともよろしくご指導賜りますようお願い申し上げます。 

本日はどうもありがとうございました。 

○髙橋会長   どうもありがとうございました。 

委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中、長時間にわたって、熱心なご意見等いただきまして、
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誠にありがとうございました。当審議会では、昨年七月に、東京都より整備基本方針の諮問を受けまして、

本年四月に答申取りまとめをいたしたところであります。答申の取りまとめに当たりましては、委員の皆

様方には大変ご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日、審議会答申の趣旨を踏まえまして、第八次卸売市場整備計画の報告を受けましたが、東京都にお

かれましては、豊洲新市場も含めて、計画を着実に実施されることを期待しております。 

 長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。 

 

 午前十一時四十一分 閉会  


